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衆
議
院
議
員
石
田
真
敏
君
提
出
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
五
年
間
で
実
施
さ
れ
て
い
る
給
与
構
造
改
革
の
一
環

と
し
て
、
地
域
間
給
与
配
分
の
見
直
し
を
進
め
て
お
り
、
平
成
二
十
一
年
八
月
十
一
日
の
人
事
院
勧
告
時
の
「
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
報
告
」
に
お
い
て
、
地
域
別
の
民
間
給
与
と
の
較
差
は
「
縮
小
の
方
向
に
あ
り
、
今
後
、
俸
給
水
準
に
係
る
経

過
措
置
の
段
階
的
解
消
や
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
等
の
引
上
げ
が
予
定
ど
お
り
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
更
に
縮
小
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
人
事
院
に
お
い
て
、
地
域
手
当
の
支
給
割
合
引

上
げ
完
了
後
の
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
最
終
的
な
検
証
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
公
務
員
制
度
改
革
の
検
討
を
進
め
る
中
で
、
給
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
。

地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
地
域
の
民
間
給
与
の
水
準
を
適
切
に
反
映
す
る
取
組
が

進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
踏
ま
え
て
適
切
に
助
言
し

て
ま
い
り
た
い
。

一



二
に
つ
い
て

職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
の
人
事
院
勧
告
を
行
う
際
に
対
象
と
な
る

民
間
企
業
の
規
模
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
随
時
の
見
直
し
を
行
い
、
民
間
給
与
を
的
確
に
把
握
し
て
き
た
も
の
と
考
え
て

お
り
、
今
後
も
現
行
の
枠
組
み
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
給
与
・
退
職
金
・
年
金
全
て
を
合
わ
せ
た
公
務
員
の
生
涯
賃
金
」
に
つ
い
て
は
、
在
職
中
の
給
与
支

給
総
額
の
算
出
を
始
め
、
三
者
の
支
給
総
額
を
把
握
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
り
、
三
者
の
性
格
や
役
割
も
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
こ
と
か
ら
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
適
正
な
水
準
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
公
務
員
制
度
改
革
の
検
討
を
進
め
る
中
で
、
給
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
情
勢
適
応
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
人
事
院

に
お
い
て
、
今
後
と
も
、
民
間
給
与
の
状
況
に
大
き
な
変
化
が
予
測
さ
れ
る
場
合
を
含
め
、
民
間
給
与
を
適
切
に
反
映
す
る

よ
う
国
会
及
び
内
閣
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二



な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
公
務
員
制
度
改
革
の
検
討
を
進
め
る
中
で
、
給
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
は
、
非
常
勤
職

員
を
含
む
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
は
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
国
家
公
務
員
の
非
常
勤
職
員
の
給
与
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
、
各
庁
の
長
は
、
常
勤
の
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、

給
与
を
支
給
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
八
月
、
人
事
院
か
ら
各
府
省
に
対
し
、
基
本
と
な
る

給
与
に
つ
い
て
、
事
務
補
助
職
員
の
場
合
で
あ
れ
ば
行
政
職
俸
給
表
�
の
一
級
一
号
俸
の
俸
給
月
額
を
基
礎
と
し
て
決
定
す

る
こ
と
等
を
求
め
た
非
常
勤
職
員
の
給
与
に
関
す
る
指
針
が
発
出
さ
れ
て
お
り
、
各
府
省
に
お
い
て
同
指
針
を
踏
ま
え
た
支

給
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


